
42019.6.  広報 

　これから雨の多い時期に入り、洪水・土砂災害などが発生しやすい季節となります。
　風水害から身を守るため、大雨や台風などの気象の変化に日頃から関心をもち、地域の避難場所
や安全な避難経路を確認しておきましょう。　　　　　　　　　　　　問合せ　総務課（☎274）

※避難に関する情報は段階的に発令されるものではありません。

※�斑鳩町防災ハザードマップは、町ホームページに掲載しています。また、町内の人でお持ちでない
場合は、総務課で配布しています。

避 難 準 備
高齢者等避難開始

避難に時間を要する人とその支援者は避難を開始しましょう。
その他の人は避難の準備を整えましょう。

⬇

避 難 勧 告
速やかに避難場所へ避難しましょう。
外出することでかえって命に危険がおよぶような状況では、近くの安全な
場所への避難や自宅内のより安全な場所に避難しましょう。

⬇

避 難 指 示
（ 緊 急 ）

まだ避難していない人は、緊急に避難場所へ避難しましょう。
外出することでかえって命に危険がおよぶような状況では、近くの安全な
場所への避難や自宅内のより安全な場所に避難しましょう。

伝 達 方 法
防災情報メール・緊急速報（エリア）メール・電話とＦＡＸによる災害情
報システム・広報車による伝達・有線放送（音声遠隔システム）・
FM西大和（81.4MHz）・口頭による伝達・サイレンなどでみなさんへ
伝えられます。

避難情報の種類と伝達方法

大雨、台風の時は・・・
⃝テレビやラジオの気象情報には、気をつけましょう。
⃝降雨の状態、河川の増水、がけ崩れや土石流の前兆には注意しましょう。
⃝�浸水のおそれのある地域（※）では、家具や貴重品などを早めに高いところに移せるようにし
ておきましょう。
⃝�停電や断水に備えて携帯ラジオ、懐中電灯、飲料水など非常持出品を用意し、いつでも避難で
きるようにしておきましょう。
⃝洪水、がけ崩れなどのおそれのある地域（※）では、早めに避難しましょう。
⃝危険なときは、隣近所で知らせあい、自主防災組織などで協力しあいましょう。
※浸水想定区域・土砂災害（特別）警戒区域などは、「斑鳩町防災ハザードマップ」に掲載

風水害
「身を守るのは早めの避難」

～ あなたの備えは大丈夫？ ～
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災害への備えとして斑鳩町防災情報メールの登録を！

電話での音声案内やＦＡＸによる情報配信も行っています。

町からの防災情報が、防災ダイヤルでも確認できます。

１．�斑鳩町のホームページにアクセスしてください。町ホームページの「防災情報」の「斑鳩
町防災情報メール配信サービス」から登録画面に入ってください。「手続きの方法」の手
順に沿って登録を行ってください。

２．�注意事項を読んでいただいた後に、防災情報メールを配信希望する携帯電話またはパソコ
ンのメールアドレス・配信希望内容を入力してください。入力後、配信希望するメールア
ドレスに登録確認メールが届きます。（メールが届かない場合には、メールアドレスの入
力間違いや迷惑メール防止機能の設定などが考えられます。『ikaruga-town-bousai@
jyouhou-station.jp』または『jyouhou-station.jp』ドメインからのメールを受け取
れるように設定してから登録作業をしてください。）

３．登録確認メールに記載されているアドレスに空メールを送信してください。
４．送信後、登録完了メールを受信すれば登録完了です。

　視覚障害・聴覚障害の人やパソコン・携帯電話・スマートフォンなどをお持ちでない人など、
斑鳩町防災情報メールが登録・受信できない人に対して、ご自宅への電話による音声案内やＦ
ＡＸによる情報配信サービスを行っています。情報配信サービスを希望する人は、総務課へお
申し込みください。　　　　　　　　　　※配信される情報は、災害関係情報のみとなります。

斑鳩町防災情報メールによる避難に関する情報などの防災情報が、自動音声案内で確認できます。
防災情報メールの内容案内番号　☎０５０－５３０６－２６８０

※配信される情報は、災害関係情報のみとなります。

　配信を希望するメールアドレスから、件名に「防災情報メール配信希望」
として本文に配信情報種別を記入していただき『soumu@town.
ikaruga.nara.jp』までメールを送信してください。左のＱＲコードを
読み取って送信することも可能です。
　また、総務課窓口で登録も行っていますので、気軽にお越しください。

パソコンやスマートフォンでの登録

役場総務課のメールアドレスへ配信希望メールを送る。

１

２

⃝電気、ガスの元栓は必ず切りましょう。
⃝ヘルメットや防災ずきんをかぶり、長袖、長ズボンに運動靴で避難しましょう。
⃝非常持出品など荷物はリュックサックに入れて背負って避難しましょう。
⃝家族そろって行動しましょう。
⃝がけ下、川べりなど危険なところはさけ、よく知っている安全な道を選びましょう。
⃝水が腰まであるときは、高いところで救助を待ちましょう。
⃝マンホールや側溝など、危険箇所を確認しながら歩きましょう。
⃝子ども、高齢者、障害者、病人の安全確保に注意しましょう。

避難する時は・・・
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№ 施設・場所名 住　　　所

対象とする異常な現象の種類 指
定
避
難
所

洪
水

が
け
崩
れ
、

土
石
流
及

び
地
滑
り

地
震

大
規
模
な

火
事

内
水
氾
濫

1 斑鳩町立斑鳩小学校 法隆寺南１-１３－４６ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 斑鳩町立斑鳩西小学校 神南２－４－２５ ○ ○ ○ ○
3 斑鳩町立斑鳩東小学校 法隆寺南２－１１－５ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 斑鳩町立斑鳩中学校 龍田北１－２０－１ ○ ○ ○ ○ ○
5 斑鳩町立斑鳩南中学校 目安北３－１－７７ ○ ○ ○ ○
6 斑鳩町立斑鳩幼稚園 法隆寺南１－１３－１５ ○ ○ ○ ○ ○ ○
7 斑鳩町立斑鳩西幼稚園 神南２－４－３１ ○ ○ ○ ○
8 斑鳩町立斑鳩東幼稚園 興留東１－１－１６ ○ ○ ○ ○ ○ ○
9 斑鳩町立たつた保育園 龍田１－５－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○
10 斑鳩町立あわ保育園 阿波３－５－３３ ○ ○ ○ ○
11 斑鳩町中央体育館 龍田南１－１－６１ ○ ○ ○ ○ ○ ○
12 斑鳩町中央公民館 龍田南２－２－４３ ○ ○ ○ ○ ○ ○
13 斑鳩町西公民館 龍田西４－２－２５ ○ ○ ○ ○ ○ ○
14 斑鳩町東公民館 興留５－５－２８ ○ ○ ○ ○
15 奈良県立法隆寺国際高等学校 高安２－１－１ ○ ○ ○ ○
16 斑鳩町消防コミュニティセンター 龍田南５－７－４７ ○ ○ ○ ○ ○ ○
17 斑鳩町文化振興センター（いかるがホール） 興留１０－６－４３ ○ ○ ○ ○
18 斑鳩町ふれあい交流センターいきいきの里 法隆寺北１－１３－１５ ○ ○ ○ ○ ○ ○
19 斑鳩町総合保健福祉会館（生き生きプラザ斑鳩） 小吉田１－１２－３５ ○ ○ ○ ○
20 斑鳩町法隆寺五丁地区地域交流館 法隆寺東１－４－６ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　指定緊急避難場所とは、災害が発生または発生するおそれがある場合にその危険から逃れるた
めの施設で、災害種別ごとに指定しています。
　指定避難所とは、災害の危険性があり避難した人や、災害により家に戻れなくなった人が滞在
することができる施設です。
　なお、避難所施設は、災害から住民の安全を確保するため避難勧告などを行った場合または避
難を求める住民がいる場合に、その状況に応じて安全な施設を指定し、開設します。

●指定緊急避難場所

※福祉避難所にも指定

※

斑鳩町の避難所施設
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　阪神・淡路大震災や東日本大震災では、地震発生時、使用中の電気器具の破損や転倒などによ
る火災や停電復旧後の通電により破損した電気器具や配線からの出火が多発しました。地震が発
生し、やむを得ず自宅などから避難しなければならない場合は、電気火災を防止するために、「電
気ブレーカーを落としてから避難する」のが原則ですが、不在時に地震が発生し、出火する可能
性があります。
　こうした火災を防ぐには、地震発生時にブレーカーを自動で遮断する

　「感震ブレーカー」が有効です。

※�感震ブレーカーとは、あらかじめ設定しておいた震度以上の地震を感知すると自動的にブレー
カーを落として電気を止める器具です。この感震ブレーカーには、電気工事の必要なものから、
ご自身で取付可能なものまで、さまざまなタイプがあり、住宅分電盤の種類に適した製品をお
選びください。

　詳しくは、奈良県広域消防組合　西和消防署へお問い合わせください。
☎０７４５－７３－１００１

分電盤タイプ（内蔵型） 分電盤タイプ（後付型）

分電盤に内蔵されたセンサーが揺れを感知
し、ブレーカーを落として電気を遮断。

分電盤に感震機能を外付けするタイプで、漏電
ブレーカーが設置されている場合に設置可能。

約５～８万円（標準的なもの） 約２万円
電気工事が必要 電気工事が必要

コンセントタイプ 簡易タイプ

コンセントに内蔵されたセンサーが揺れを
感知し、コンセントから電気を遮断。

ばねの作動や重りの落下によりブレーカー
を落として、電気を遮断。

約5,000円～２万円 3,000円～4,000円程度
電気工事が必要なタイプと、コンセントに
差し込むだけのタイプがある 電気工事が不要

■ 感震ブレーカーの種類

（注）住宅分電盤の種類に適した製品をお選びください。

地震による電気火災を防ぎましょう


